
　

火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
る

時
季
を
迎
え
ま
す
。
地
域
で
身

近
に
潜
む
火
災
危
険
を
取
り
除

き
、
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■
３
つ
の
習
慣

▽
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

▽
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

　

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使

　

用
す
る
。

▽
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を

　

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を

　

消
す
。

■
４
つ
の
対
策

▽
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

　

す
る
。

▽
寝
具
や
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ

　

ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

　

に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

▽
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

　

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な

　

ど
を
設
置
す
る
。

▽
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

　

な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

　

所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
山
地
区
消

　

防
局
予
防
課
（
☎
０
８
４-

９

　

２
８-

１
１
９
２
）

　

福
祉
の
仕
事
を
目
指
す
高
校

生
・
大
学
生
を
は
じ
め
、
介
護

に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
、
ど
な

た
で
も
受
講
で
き
ま
す
。

　

就
職
、
再
就
職
、
家
族
介
護
、

地
域
で
の
高
齢
者
の
サ
ポ
ー
ト

な
ど
に
役
立
ち
ま
す
。

と
き　

11
月
11
日（
日
）～
２
月

　

24
日（
日
）の
毎
週
日
曜
日
９

　

時
～
17
時
（
全
14
回
）

と
こ
ろ　

介
護
老
人
福
祉
施
設

　

あ
い
あ
い

定
員　

20
人

受
講
料　

５
万
円

※
テ
キ
ス
ト
代
も
含
み
ま
す
。

高
校
生
、
大
学
生
、
60
歳
以
上

の
人
は
半
額
。

申
し
込
み
方
法　

電
話
で
申
し

　

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
限　
11
月
５
日（
月
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
法
人　

桜
風
会　

　

介
護
老
人
福
祉
施
設
あ
い
あ

　

い
（
☎
４
１-

５
０
０
０
）

　

事
業
主
は
、
特
別
徴
収
義
務

者
と
し
て
、
法
人
・
個
人
を
問

わ
ず
、
原
則
全
て
の
従
業
員
に

特
別
徴
収
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
従
業
員
に
は
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
、
短
期
雇
用
者
、

非
常
勤
職
員
、
役
員
な
ど
を
含

み
ま
す
。

　

従
業
員
が
前
年
中
に
給
与
の

支
払
い
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
場
合
、
事

業
主
は
原
則
と
し
て
特
別
徴
収

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

特
別
徴
収
額
の
計
算
は
府
中

市
が
行
い
ま
す
の
で
、
事
業
主

の
皆
さ
ん
に
は
、
通
知
さ
れ
た

税
額
を
納
め
て
い
た
だ
く
だ
け

で
す
。

　

従
業
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
金

融
機
関
に
出
向
い
て
納
税
す
る

手
間
が
省
け
、
納
付
を
忘
れ
て

延
滞
金
が
掛
か
る
心
配
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
年
12
回
に
分

け
て
納
め
る
た
め
、
年
４
回
の

普
通
徴
収
に
比
べ
て
１
回
当
た

り
の
納
税
額
が
少
な
く
済
み
ま
す
。

特
別
徴
収
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
対
象

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

　納税者の公平性、利便性などを確保するため、

平成32年度から、従業員の個人住民税は原則全

て特別徴収となります。

　事業主が、所得税の源泉徴収と同じように、

従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住

民税を引いて納める制度で、法律で義務付けら

れています。（地方税法第321条の４および府中

市税条例第45条）

事業主の皆さん、個人住民税を納付書で納入の皆さんへ

個人住民税を
会社の給与から引いて納める
特別徴収のお願い
� 問い合わせ先　税務課（☎４３-７１２１） 検索広島県　個人住民税特別徴収

介護職員初任者
研修講座の
受講者を募集

平成32年度～

秋
の
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日（
金
）～
15
日（
木
）
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